
行為の失敗と不自由の信念 

 

壁谷彰慶 

 

1 はじめに：失敗を主題にすること 

 

「自然主義」という立場を、自然科学によってあらゆる現象を説明し尽くせ

ると考える立場だとみなしてよければ、その立場に立つ限り、人のふるまいに

関するもろもろの事象も相応の仕方で自然科学の図式のうちで説明されること

になる。さらにまた、自然科学的説明が法則的な一般性を本質的に要求するも

のであるならば、自然主義者は人の行為についての説明をも法則性のもとに回

収できると考えなければならなくなるだろう。しかしその立場は、行為は失敗

するものであるという事実を踏まえるならば、維持しがたい立場になるのでは

ないだろうか。 

本論集のテーマと関連させて目下の私の関心事を述べればこのようになる

が、実を言えばこのような問題関心とは独立に、しばらく私は行為の失敗につ

いて哲学的なアプローチを試みている。そしてその動機となっているのは、次

のような二つの懸念である。一つは、哲学の伝統において古くから物議をかも

してきた自由意志の問題――自由意志と決定論との両立可能性の問題――にお

いて、行為の失敗という事象は決定論的世界観を否定する証左となるのではな

いか、という懸念である。意図したことがなせないということは、ある意味で

は因果的決定論を反証する現象であるように私には思える。つまり、意図した

行為をなし損ねるという現象や、何かをなしえないという不測の事実は、因果

法則によってであれ、論理的決定関係によってであれ、ある時点の世界状態が

あらかじめ決定していたとする素朴な決定論的世界観と齟齬をきたすように見

えるのである。もしもこの直観が正しければ、さらに歩みを進めて、失敗を包

摂的に説明できるような仕方で決定論的主張を修正する必要があるだろう。そ

してその意味で失敗について考察することは、「不自由」概念の分析にも貢献す

ることになる。動機となっているもう一方の懸念は、行為という現象に関する

感覚として私は、行為の生起ではなく、行為が生起しないことのほうに強い実

感を抱くからである1。こうした行為が生起しないという感覚の背後には、自身

が何かを「なそうとした」感覚と、その何かが実現されない世界との、二つの

                                                  
1 実は、失敗にたいする私の関心を支える懸念はもうひとつある。それは、失敗のさいに、

後悔というかたちで、ほかの可能性を見るという事実である。これは第一の懸念にもつなが

っているが、自由意志論において言及される他可能性は、日常的な文脈の範囲に収めるなら

ば、行為の失敗と密着した概念装置である、というのが、もっかの私の推測である。 
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事柄についての把握が伴われている。とりわけ哲学的分析がまず必要になるの

は、何かを「なそうとした」感覚の方を支えている意図のほうの側面である。

そこでそれがどのようなあり方をしているのかを以下で考える。 

ところで、「失敗」という用語のもつ日常的意味は広い。そのうちには不履

行による失敗や過失といった、当人の抱いていた意図とは独立に特定され、ま

ったく当人に不本意な仕方で帰属される失敗も含められてしまう。そうした失

敗は、状況ごとに多岐にわたる要因が絡み合うことで存立しており、ケースス

タディによって考察するのが適切である。他方、本稿の主題は「なそうとした」

感覚を支える意図のあり方のほうにあるので、取り上げる失敗も、今述べたよ

うな失敗を取り除いた種類の失敗、すなわち「意図的行為の失敗」に限ること

にする2。 

  さて、一般に行為の失敗について論じるさい、行為の場面における行為者の

認知状態に言及することが必要になる。というのも、行為者当人が、自分は何

を＜なしている＞のかについて抱いている信念と、自分が何を＜なしうる＞の

かについて抱いている信念が、失敗の存否に本質的に関与しているからである
3。よって、前もって述べておけば、以下で私は、失敗のさいに行為者に抱かれ

ている認識状態を整理しながら、それが行為に対してどのような制約になって

いるのかを論じることになる。 
 

2 個別行為の失敗／普遍的な信念としての不自由 

 

あらためて言うことでもないが、われわれの行為は多くの制約を受けている。

それは、腕を縛られていたり、所持金が少なかったりするといった状況による

制約もあれば、タガログ語を話せなかったり、斧を持ち上げられなかったりす

ることによる、行為者自身の能力による制約もある。また、身体的・物理的な

不可能性ではなく、行為者が自らに課している心理的な制約もある。「（自分が

語学が苦手なので）タガログ語が話せない」と思っていたり、「（運動神経が悪

いので）一輪車に乗れない」と思っているような状況を考えてみればよい。そ

こで働いている制約は、行為者自らが形成した「信念」によって与えられてい

                                                  
2 そして私は、失敗という事態を、典型的には、①何かがができるし、②それをなそうと努

めたにもかかわらず、③それが達成されない（できない）、という三つの点で特徴づけられ

る事態だと考える。 
3 誤信念ゆえに招かれる失敗とは、自身をとりまく世界についての知識が欠如していること

によって招かれる失敗である。つまり、①自分が何者であるのかの知識[自己同定知識]、②

自分のふるまいがその状況で何を引き起こすのかの知識[因果連鎖の知識]、③自分が倫理的

に何をしてよく、何をなすべきでないのかの知識[倫理的知識]、といった知識の欠如によっ

て生じるものである。そして、行為者がこれらについて無知である（無意識である）ことは、

たいてい行為の失敗の非難の対象となる。 
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る4。（この信念は、ふだん「食わず嫌い」と称される態度を生み出す信念と同

種である。） 

こうした心理的制約による不自由や不自由を形成する信念を通して見えて

くるのは、あらかじめ形成されている普遍的な信念から、個別行為の不自由さ

の信念に至る、という生成過程である。実生活においてこれまで得てきた経験

から、たとえば「自分は語学が苦手である」という信念を形成したがゆえに、

「自分は目の前のロシア人と会話できない」と思うのであり、また、「自分は運

動神経が悪い」という信念を形成したがゆえに、「自分はこの一輪車に乗れない」、

と思うのである。 

 ここで、一般的能力を指す命題と個別的行為に関する命題という、普遍と個

別との双方向の推移が見られるのは明らかだろう。すなわち、個別行為の失敗

から普遍的な不自由さの信念を形成する、「個別⇒普遍」の方向と、普遍的な信

念から個別の行為に対する制約が与えられる、「普遍⇒個別」の方向とである。

ただし、ここで述べた限りにおいては、この双方の関係は、まったくパラレル

なものではない。前者においては、個別行為の失敗と不自由さについての普遍

的な信念が並置されているのに対し、後者において不自由さの普遍的な信念と

並置されているのは、失敗するか否かと無関係な個別行為だからである。後者

の並置において想定されている状況は、何ができないのかを思ったうえで、行

為者はそれとは別の行為選択を行う、といった状況である。たとえば、自分は

飲酒ができないから（もしくはお金の持ち合わせがないから）週末の忘年会は

欠席する、といった事例である。こうした状況においては、不自由さの信念は、

行為者が行為選択をするさいに役目を果たしており、行為者はその信念をかん

がみながら、自分になしうる代替行為
、、、、、、、、

を
、
考慮することになる。しかしこれは、

行為の失敗とは独立の事柄である。「普遍⇒個別」の関係として取りあげられる

ものは、不自由さの信念が個別行為の失敗
、、、

に貢献するような状況でなければな

らない。そこで次に、その種の信念が行為の失敗にどのように関与しているの

かを見ることにしよう。 

 

3 不自由さの信念と行為の失敗 

 

さて、不自由さの信念から行為の失敗が招かれる状況ということでとりあげ

                                                  
4 しかしまた、心的強制による制約のうち、このように定式化できないものもある。たとえ

ば高所恐怖症なので吊り橋を渡れない、といった場合には、自身が高所恐怖症であるという

信念ゆえに
、、、、、

吊り橋を渡ることができないわけではない。高所恐怖症は、腕の骨折や低身長と

同様に、外的制約として行為者のふるまいに制限をかける。そして、高所恐怖症が心的強制

として働くのは、むしろ、「当の吊り橋の高度からすると、高所恐怖症をもつ私はそこで足

がすくんでしまって渡ることができないだろう」といった、吊り橋を渡る行為の部分的特徴

に関する信念であると思われる。 
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たいのは、「行為者 A にはφをなしえない」という命題によって表現される行

為者の実行能力を超えた可能性が、行為者の信念の内容になることによって行

為の失敗に結びつくような状況である。実際にはその命題は、一人称的な、「私

にはφをなすことができない」という形で特定される。そしてこうした信念が

行為を制約する不自由さとして行為者に現れる形態については、次の三つを区

別しておく必要がある。（なお、現になされる行為をφとし、それ以外の任意の

ひとつの行為をψとする。） 

 

(1)「ψできない」と信じていること 

(2)「φ以外のことをできない（φしかできない）」と信じていること 

(3) φという選択肢の存在が行為者に信じられていないこと 

 

(3)のような意識されていない他可能性、ないし、他可能性の存在が信じられて

いないことは、行為者のふるまいに影響する要因ではありえないから、ここで

理解する「認識上の不自由」の一種には含めない。そして私がもっか決定論的

主張の一解釈として論じているのは、(1)ではなく(2)の形の信念状態である。と

いうのも、(1)の形の信念は前節末で指摘したような、あるひとつの行為可能性

を排除することによって行為選択肢を制限するものであって、当該の行為の失

敗とじかに関与するものではないのに対し、(2)は現実に自分が何をなしたのか

を把握していることによって明示的に得られる信念であるからである。 

ここで、 (3)のような行為者の思考から排除されている選択肢が説明力をも

たないということを簡単に説明しておこう。ある見方をすれば、自由の形而上

学において言及される他可能性とは、「行為の時点において行為者に思い浮かん

だ選択肢」として理解することができる。つまり、ある行為について「他可能

性がある」とは、行為者にある選択肢が思い浮んだこととして理解できる。も

しもそのような他可能性の理解に立つならば、逆に「他可能性がない
、、

」とは、

行為者にある選択肢が思い浮か
、、、、

ばな
、、

い
、
ことを意味するものだと理解されること

になる。だが、もっか論じている認識上の不自由とは、他可能性がないことに
、、、、、

ついての認識
、、、、、、

である。というのも、私が提示しようとしているのは、行為に導

いた要因として他可能性の不在をとりだすことによる、「決定論的」主張の再解

釈であり、端的にある可能性が思い浮かばないという状態は、「ゆえに」で説明

されるような或る行為へと行為者を導く因果効力を持たないと考えるからであ

る5。すなわち、私が目を向けたいのは、自分がφできると信じることはできな

                                                  
5 こうした認識論的主張としての決定論の解釈（ないし認識上の不自由という考え）につな

がる｢ゆえに｣の読み方は、Blumenfeld [1971], n. 4.を参考にしている。彼自身のそうした「ゆ

えに」の理解は、Frankfurt [1969]が仮想事例を用いて他可能性説を批判するさいに「ゆえ

に」の言葉の内実を与えていないことを指摘する過程で与えられたものである。 
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い、という意味での＜信念の不自由＞といった事態ではなく、自分はφできな

いと信じる、といった形をとった＜不自由の信念＞のほうなのである。 

上記のように考えることは、「別様にできない」ということを、「別様にでき

ないということを信じる（認識する）」こととして理解することでもある。する

とこの理解によれば、別様にできないがゆえにφしたということが適切な行為

記述であるためには、φ以外のことを自らはなしえないことを行為者が信じて

いる（認識している）ことが必要である。たとえば脳操作や認知能力の欠陥に

よって、私が昼食にラーメンを食べる以外の選択肢が排除されており、その結

果私はラーメンを食べた、という状況を想定してみよう。認識上の不自由とい

う考えによれば、こうした状況においても私がラーメンを食べる以外の選択肢

が排除されていることを信じていない限りは、つまり不自由さの認識がない限

りは、他可能性の不在は、私がラーメンを食べたことに対する説明力を持って

いないことになる。もちろん行為者が信じていない（認識していない）可能性

は、行為者が選ぶことがそもそもできなかった可能性であるから、行為の説明

において言及するのは理に反している。しかしまた、ある可能性の不在を行為

者が考慮したという事実があるとすれば、その可能性はその時点の現実世界に

直接関与しているわけではないとしても、行為の選択に十分関与していると言

ってよい。そして後者の感覚を重視して、自由と決定論の対立を、形而上学的

な問題ではなく認識上の問題として理解し、さらに「認識上の不自由」や「認

識上の決定論」でもなく、「不自由の認識」に注目することが重要であると考え

るのである。 

ところで、これがどのような意味で、前節末で私が「普遍⇒個別」の関係と

して述べた、「不自由さの信念が個別行為の失敗
、、、

に貢献するような状況」である

のだろうか。それを理解するには、「ここで私は A しかできない」と信じて A

することによって、本来なしたくなかった行為 A を行為者はなすことになる、

といった状況を考えればよい。もしくは、A の遂行に固執するあまり、それ以

外の適切な代替行為に気づかない、といった状況でもよい。議論の余地は残さ

れるが、このような事例を、当座は不自由の信念から個別行為の失敗が導かれ

る状況として考えることにしておきたい。 

さて、しかしながら二段落前で提示したような決定論解釈の採用は一筋縄に

は行かない。というのも、そのさい不自由や決定論のそうした解釈を支持する

限り、その不自由さや決定についての認識がどのように可能になるのかの説明

が求められるからである。つまり、自分が何を選択肢として思いつくかについ

ての、もしくは、それ以外のことを思いつかないかについての、（認識能力につ

いての認識という意味で）高階の認識を得ることの説明が必要になる。さらに

は、自分が何を認識しているのかについてや、そのことしか選択肢として認識

していないこと（それ以外のことを認識していないこと）についても、行為者
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が高階の認識を得ていることを説明しなければならないだろう。だが、ある行

為の可能性がないことについて、もしくはある行為の可能性が自身に思い浮か

ばないことについて、当の行為の生起に先立って説明しようとすることは、認

識できないことを認識するという、パラドキシカルな事態を説明するという難

題を呼び込むことになってしまう6。 

困難は、二つの直観が拮抗していることにある。一つには、日常的な場面に

おいて行為者が行為の事前に、ある可能性がないことを認識したり、行為選択

肢の限定性を認識したりすることは稀であり、行為者自身の観点に立つ限り、

行為の説明項のうちに他可能性についてのそのような認識を持ち出すことは実

情に反しているという感覚がある7。他方でまた、われわれはふだん限られた選

択肢の中から行為を行っており、そのことに疑念をもつこともない、という事

実を踏まえる限り、何を選択肢として把握していないのかを把握していると言

いうるようにも思われる。 

 そこで、不自由についての信念が生成する過程について、説明を与えること

に焦点を絞ろう。そのためには、他可能性の理解から仕切り直しをすることが

有効である。とりわけ他可能性が行為説明において果たす役割と、その関与の

仕方について振り返っておくことが重要である。そのために、「不自由」や「決

定論」といったことがらについて、二点の事実を確認しておこう。まず一点は、

「不自由」や「決定」は、何に対する不自由であり、何についての決定である

のかをわれわれが読み込んではじめて理解が可能になるということである。も

う一点は、その意味で「不自由」や「決定」の内実が判明するのは、「選択」し

「試みる」過程の事後においてであるということである。つまり、どのような

選択肢が自分に欠けていたのかは、それが選ばれなかったとか、それを選んで

試みたが実現されなかったとかいったように、反省や後悔のかたちをとって、

｢失敗｣として行為者に認識されるのである。そして、一般に意図的行為の失敗

が語られるさいにはそれを「なそうと努める」過程に言及される、ということ

を踏まえるならば、「不自由」や「決定」が何についてのものであるのかは、何

かを試みたうえでその可能性が実現されない経験を通して知られるものだと言

える。もちろん初めて試みる特定の行為に対して、その試み以前に不自由さや

決定論の脅威が感じられることがあるだろう。だがそれは、類似のタイプの行

為をなした経験から推測された不自由感や、決定論的主張に対する畏怖の念と

                                                  
6 この段落で私は、認識と信念の区別を厳密に行っていない。だがこの二つの区別を無視し

ているわけではなく、両者を行為と関連させて区別する作業に困難を見たために、本稿で扱

いきれなかっただけである。ただし、間違った方向に考察を進めないためには、この段落以

降の「認識」となっている記述は、「信念｣で統一して読まれたい。 
7 ただし、行為者が形成した「φしかできない」という信念を、教皇の面前で「私はここに

立っていることしかできない」と強弁したルターのような、「私はφ以外のことはできない」

といった能動的な態度表明として理解した場合には、状況は異なるだろう。 
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いったものに近い。 

しかしまた、想定次第では、「選択」や「試みる」過程の事前において、不

自由や決定が認識されるような状況設定も可能である。つまり、ある選択肢（た

いていはその状況でなされることが求められていたり、望ましかったりする選

択肢）を認識しているにもかかわらず、なんらかの制約によってその選択肢を

選べないような状況である。たとえばタバコを吸おうと口にくわえるが、ポケ

ットにマッチがないことに気づいて喫煙をあきらめるといった場合を考えてみ

ればよい。そこでは、意図の達成に必要な手段行為を知りつつもそれを選択で

きないがゆえに行為を断念する。（それは、テーブル上の状況を見てはじめて、

求められているカードが手札にないことに気づくのに似ている。）ある選択肢を

認識することと、その選択肢が選べるかどうかとは独立なのである。 

  すると、他可能性が論じられるさい、それは①行為の事後の反省的な観点か

ら捉えられたものなのか、②行為の事前の熟慮的な観点から捉えられたものな

のかの区別が立てられるべきであろう。（少なくとも、適切な責任帰属の理論を

提示するという目的ではなく、行為の現象論的考察という目的のもとで他可能

性を考えるならば、そうすべきである。）①であれば、すでに生起した（／生起

しなかった）現実世界の過去の出来事について、それが生起しなかった（／生

起した）世界を考えることになり、それは選択肢ではなく、現実世界のオルタ

ナティヴとしての他可能性（可能世界）に言及することになる。他方②であれ

ば、具体的な行為の選択肢ということになる。それは、自販機についたボタン

のように相並ぶ複数の選択肢を行為者に提示するものであって、「このようでは

ない可能性」という現実世界とのオルタナティヴの含意とは無関係に提示され

るものである。 

 ここで論点を、個別行為の失敗から不自由の信念がどのように形成されるの

かという問いに戻そう。ふつう不自由の認識は、①のように事後的な反省によ

って得られた失敗の経験から、②のようにして選択肢を排除するという形をと

っている。たとえば、初めて訪問した知人宅でドアを開けようとノブをつかむ

がそれが開かなかった場合、私はドアをそのままで開けることはできないこと

を認識する。またあるときには、発車時刻の５分前に自宅を出て駅に向かい、

特定の電車に乗り遅れたならば、その歩行速度と出発時刻ではその電車に乗る

ことができないことを自覚する。こうした状況下で行為者は、自身がなしうる

と信じていたことを実際には自身がなしえていないことに気づく。そしてこの

事情を説明するには、意図的行為の背後にある態度を、自身がなしえないとは

信じていないという心的態度によって理解する図式8では、不十分である。とい

                                                  
8 たとえばBratman [1987]は、意図的行為の背後には、その行為をなすことができるという

信念が存在していることは必要なく、その行為をなすことはできないと信じてはいない、と

いう弱い形の心的態度があればよいと考えるのである(§3.4.2, §9.2, §9.3)。 
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うのも、そのような「弱い形の」態度しか行為者が持っていない場合、何かを

試みたあとでそれが失敗に終わったという事実の認識からは、当の行為をなせ

なかったという信念はじかに形成されないように思われるからである。おそら

く私のこの感覚の背後には、次のような考えが存在している。当の状況の後に

得られる信念は、「そのドアはしかじかの状況では私には開けることができな

い」とか、「しかじかの時間と速度では電車に間に合うことができない」といっ

た「強い形の」心的態度で表現されるのであり、そうした｢φできない｣という

信念は、当初「φできる」と思われていたものが否定されることによって得ら

れる信念である、という考えである。議論の余地は残されるが、少なくとも現

段階では、このようにしてわれわれは、個別の失敗の経験から一般的な不自由

の信念を得ていると私は考える。 

  
4 結語 

 

 本稿で私は、行為はときおり失敗するものであるという見地から、行為の実

現可能性に関する行為者の信念の関係について考えた。途中の議論で、行為の

失敗に関与する信念状態には三つの理解がありうることを確認した。そのうえ

でまた、行為に直接関与する不自由の信念とは、「私はφできない」という形を

とった信念状態であることを示した。そしてそうした信念が得られるためには、

個別行為のさい、あらかじめ行為者には、＜当の行為を自身がなしえないとは

信じていない＞という弱い形ではなく、＜当の行為をなすことができると信じ

ている＞という強い形の信念態度をとっていると考えるのが適切であると結論

した。 

行為者が何を「できる／できない」と思っているのかということと、行為の

失敗との関係は、様々な観点から考察されるべき複雑さを呈している。本稿は

その問題へのひとつのアプローチとして、標準的な意図的行為を考えながら、

行為可能性に関する信念のあり方の適切な理解図式を提示した。失敗の側面を

考慮すれば、こうした認識論的な図式を行為の説明図式に配置することが、自

然主義者であれ反自然主義者であれ、行為の説明理論に携わるものにとって考

慮に値する課題になるだろう。   

 38



 
 

行為の失敗と不自由の信念 
 

 
文献 

 
Blumenfeld, D. [1971], “The Principle of Alternate Possibilities,” The Journal of 

Philosophy, vol. 68, No. 11, 339-45. 

Bratman, M. E. [1987], Intention, Plans, and Practical Reason, Harvard University 

Press［邦訳：門脇・高橋訳『意図と行為――合理性、計画、実践的推

論』 産業図書、1994］. 

Frankfurt, H. G.. [1969], “Alternate Possibilities and Moral Responsibility,” Journal of 

Philosophy, 1969, No.69, 829-39. 

 

（かべや あきよし） 

 39



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


